
京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例（平成３０年１０月２６日京都市条

例第   号）（都市計画局建築指導部建築指導課） 

  建築基準法（以下「法」という。）の一部改正に伴い，次のように手数料を定める等の

必要な措置を講じることとしました。 

 １ 法の規定に基づく認定等の申請に対する審査に係る手数料を，次のように定めるこ

ととしました。 

区        分 手数料（１件につき） 

法第４３条第２項第１号の規定に基づく建築の認定の

申請に対する審査 
２７，０００ 

法第８５条第６項前段の規定に基づく仮設建築物の建

築の許可の申請に対する審査 
１６０，０００ 

 ２ その他規定を整備することとしました。 

  この条例は，公布の日から施行することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

２１



 京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成３０年１０月２６日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

   京都市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例 

 京都市都市計画関係手数料条例の一部を次のように改正する。 

 別表第１ の項中 

「     

 法第４３条第１項ただし書の規定に基づく建

築の許可の申請に対する審査 
３３，０００ 

 

を 

   」  

「     

 法第４３条第２項第１号の規定に基づく建築

の認定の申請に対する審査 
２７，０００ 

 

に， 
 法第４３条第２項第２号の規定に基づく建築

の許可の申請に対する審査 
３３，０００ 

 

   」  

「     

 法第８５条第５項前段

の規定に基づく仮設建

築物の建築の許可の申

請に対する審査 

存続期間が１月以内

のもの 
６０，０００ 

 

を 
 存続期間が１月を超

えるもの 
１２０，０００ 

 

   」  

「     

 法第８５条第５項前段

の規定に基づく仮設建

築物の建築の許可の申

請に対する審査 

存続期間が１月以内

のもの 
６０，０００ 

 

に改める。 
 存続期間が１月を超

えるもの 
１２０，０００ 

 

 法第８５条第６項前段の規定に基づく仮設建

築物の建築の許可の申請に対する審査 
１６０，０００ 

 

   」  

   附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は，公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の京都市都市計画関係手数料条例別表第１ の項（建築基準法

第４３条第２項第２号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査に係る部分に限

る。）の規定は，建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）第１条の

規定の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し，同日前の申請に係る手数料に

ついては，なお従前の例による。 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 


